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殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
東
京
電
力
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
再
稼
働
申
請
に
伴
う
適
合
審
査
に
係
る
意
見
照
会
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
東
京
電
力
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
再
稼
働
申
請
に
伴
う
適
合
審
査
に
係
る
意
見
照
会

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
原
子
力
規
制
行
政
の
基
本
的
な
方
針
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
原
子
力
規

制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
一
の
行
政
組
織
が
原
子
力

利
用
の
推
進
及
び
規
制
の
両
方
の
機
能
を
担
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
て

お
り
、
同
法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

二
及
び
三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
一
条
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
お

い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

一



か
ら
、
同
大
臣
の
意
見
を
聴
い
た
も
の
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

原
子
力
規
制
委
員
会
が
「
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
の
設
置

変
更
許
可
（
六
号
及
び
七
号
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
九
年
十
月
四
日
付
け

原
規
規
発
第
一
七
一
〇
〇
四
四
号
）
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
意
見
を
聴
い
た
結
果
、
同
大
臣
か
ら
、
「
電
気
事
業
を
所
管

し
、
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
を
所
管
す
る
立
場
と
し
て
、
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

が
貴
委
員
会
に
提
出
し
た
書
面
及
び
表
明
し
た
取
組
方
針
に
関
す
る
見
解
の
内
容
に
つ
い
て
異
論
は
な
く
、
同
社
が
こ
れ
ら

を
し
っ
か
り
と
遵
守
し
て
い
く
よ
う
、
適
切
に
監
督
・
指
導
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
旨
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
最
終
責
任
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
の

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
変
更
許
可
（
六
号
及
び
七
号

原
子
炉
施
設
の
変
更
）
（
以
下
「
本
件
変
更
許
可
」
と
い
う
。
）
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
子

二



力
規
制
委
員
会
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

四
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
「
経
理
的
基
礎
」
の
適
合
審
査
」
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
者
が
そ
の
申
請
内
容
に
係

る
工
事
に
要
す
る
資
金
を
調
達
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
規
制
委
員

会
と
し
て
は
、
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
に
お
け
る
資
金
の
調
達
実
績
や
調
達
計
画
、
自
己
資
金
の
状
況
等

を
確
認
し
、
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
に
係
る
変
更
の
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
法
令
に
基
づ
く
「
経
理
的
基
礎
」
の
適
合
審
査
案
」
及
び
「
法
令
に
な
い
適
格
性
審
査
案
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
く
許
可
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
命
令
等
で
は
な
く
、
同
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
公
募
手
続
の
対
象
と
は
さ

れ
て
い
な
い
。

そ
の
上
で
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
は
、
本
件
変
更
許
可
を
行
う
に
当
た
り
、
必
要
な
御
指
摘
の
「
経
理
的
基
礎
」

三



が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
記
載
を
含
む
「
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
原
子
炉

設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
六
号
及
び
七
号
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
許
可
の
基
準
へ
の
適
合
に
つ
い
て
（
案
）
」
を
平
成
二
十
九
年
十
月
四
日
に
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
当
該
資
料
は
、
「
申
請
者
の
原
子
炉
設
置
者
と
し
て
の
適
格
性
に
つ
い
て
の
確
認
結
果
（
案
）
」
（
以
下
「
適
格
性
確

認
結
果
案
」
と
い
う
。
）
及
び
「
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
原
子
炉
設
置
変
更

許
可
申
請
書
（
六
号
及
び
七
号
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
に
関
す
る
審
査
書
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
二
号
（
技
術
的
能
力
に
係
る
も
の
）
、
第
三
号
及
び
第
四
号
関
連
）

（
案
）
」
（
以
下
「
審
査
書
案
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
適
格
性
確
認
結
果
案
及
び
審
査
書
案
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
十
月
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま

で
の
間
、
科
学
的
・
技
術
的
意
見
の
募
集
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


